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行政監査結果報告書について 

 

 

地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき、下記テーマの行政監査 

を実施したので、同条第９項の規定により、その監査結果の報告書を提 

出します。 

 

記 

 

テーマ：公用車の管理運用状況について 
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行 政 監 査 結 果 報 告 書 

 

第１ 監査のテーマ及び目的 

 

１ 監査のテーマ 

 

公用車の管理運用状況について 

 

２ 監査の目的（テーマ選定理由） 

 

本市では、行政事務を迅速かつ効率的に遂行するために公用車を所有し、 

リース車両の利用も行われている。 

 公用車は、事務遂行のうえで有効な役割を果たしているが、その一方で市 

町村合併に伴う組織の拡大とともに保有台数も増加し、多額の維持管理費を 

要することから、これまでにも増して公用車の適正な配備に基づく有効な活 

用が求められている。 

 そこで、公用車の管理運用状況を調査し、今後の適正な管理と活用に資す 

ることを目的とする。 

 

 

第２ 監査の実施概要 

 

１ 監査の実施期間 

 

平成２３年９月２１日から平成２４年３月２日まで 

 

２ 監査の対象 

 

(1) 対象車両 

   平成２３年３月３１日現在、市が所有する公用車（リース車を含む）と 

する。また、団体に貸し出している車両も対象とする。 

 ただし、次の公用車は用途が特定の目的に限定されるため除く。 

  ①大型特種自動車及び小型特種自動車 

   〔道路除雪作業車、歩道除雪作業車〕 

  ②特種用途自動車 

   〔身体障害者輸送車、入浴車、車椅子移動車、車椅子仕様車、リフ 

ト付きバス、消防ポンプ車、消防積載車、消防機材車、消防指揮 

車、消防広報車、災害対策緊急車、救急資機材車、公共応急作業 

車、除雪トラック、給水車、道路作業車、移動図書館車〕 

  ③普通乗合自動車 

   〔コミュニティバス〕 

  ④その他特種車両 

   〔地域安全車、アメシロ防除車（リース）〕 



 

(2) 対象部局、台数 

監査対象部局は、本庁の部局及び全支所に渡っており、対象とした車両 

は２５４台であった。内容は、表１のとおりである。 

 
表１ 監査対象部局、課名及び対象台数                  （単位：台、％） 

部  局 課 名 台数 構成比 

 

部  局 課 名 台数 構成比 

総 務 部 

秘 書 課 １ 
７.１  

(１４.９) 
美 川 支 所 

総 務 課 ２ 

９.１  

(１７.３) 

総 務 課 １ 市 民生活課 ３ 

管 財 課 １６ 健 康福祉課 ４ 

企 画財政部 
税 務 課 ２ ２.０  

(４.１) 

産 業 課 ２ 

納 税 課 ３ 建 設 課 ８ 

健 康福祉部 

障 害福祉課 ２ 

１０.６  

(２２.３) 

美 川 分 室 教 育 課 ４ 

長 寿介護課 １３ 

鶴 来 支 所 

総 務 課 １５ 

１３.８  

(２６.３) 

高 齢者支援 

セ ン タ ー 
６ 

保 険福祉課 １ 

子育て保健課 ５ 

子育て支援課 １ 市 民生活課 ２ 

保 険年金課 １ 産 業 課 １ 

健 康増進課 ４ 建 設 課 １ 

市 民生活部 

市 民相談室 １ 

１.６  

(３.３) 

上 下水道課 ６ 

広 報広聴課 １ 鶴 来 分 室 教 育 課 ４ 

防 災安全課 １ 

河 内 支 所 

総 務 課 ５ 
３.５  

(６.８) 
環 境 課 １ 市 民福祉課 １ 

産 業 部 

農 業振興課 ５ 
３.１  

(６.６) 

産 業建設課 ３ 

林 業水産課 １ 

吉 野谷支所 

総 務 課 １０ 

８.７  

(１６.５) 

商 工 課 ２ 市 民福祉課 ２ 

観 光推進部 

観 光 課 １ 
１.２  

(２.５) 

産 業建設課 ２ 

白山ろく振興課 １ 白山ろく分室 教 育 課 ８ 

吉野工芸の里 １ 

鳥 越 支 所 

総 務 課 ４ 

６.３  

(１２.０) 

建 設 部 

土 木 課 ２ 

６.３  

(１３.２) 

市 民福祉課 ２ 

都 市計画課 １ 白 山 ろ く 

健 康推進室 
３ 

市街地整備課 １ 

公 園緑地課 ９ 産 業建設課 ７ 

建 築指導課 １ 

尾 口 支 所 

総 務 課 ９ 
５.９  

(１１.３) 
営 繕 課 １ 市 民福祉課 １ 

住 宅管理室 １ 産 業建設課 ５ 

上 下水道部 

企 業総務課 ２ 
２.３  

(５.０) 
白 峰 支 所 

総 務 課 ４ 
５.１  

(９.８) 
水 道建設課 ３ 市 民福祉課 ２ 

下水道建設課 １ 産 業建設課 ７ 

教 育委員会 

事 務 局 

教 育総務課 １ 

１３.０  

(２７.３) 

小      計 １３３ 
５２.４  

(１００.０) 学 校教育課 １７ 

生 涯学習課 ２ 
合      計 ２５４ １００.０ 

子ども相談室 １ 

歴史遺産調査室 １ 

 
石川ルーツ交流館 １ 

スポーツ課 ６ 

教育センター １ 

松任図書館総務課 ２ 
 

松任博物館 １ 

議会事務局議事調査課 １ 
０.４  

(０.８) 

小      計 １２１ 
４７.６  

(１００.０) 
  

(注) 構成比の（ ）書は、本庁のみ又は支所のみの比率である。 

 

 



 

対象台数２５４台のうち、本庁台数が１２１台（４７．６％）、支所台 

数が１３３台（５２．４％）である。 
 

白峰支所
13台

尾口支所
15台

鳥越支所
16台

吉野谷支所
22台

河内支所
9台

本　　庁
121台

美川支所
23台

鶴来支所
35台

監査対象部署別の台数〔全体〕 

 

３ 監査の方法 

 

  監査実施日を定め、市長及び関係機関へ通知するとともに、公用車を所有 

している所管部署から資料の提出を求め、聴き取り調査等を実施した。 

 

(1) 事前調査 

   監査委員の監査に先立ち、事務局において公用車の管理運用状況調査票 

及び関係書類の提出を求め、書類検査（予備検査）及び関係部署職員から 

の聞き取り調査等を実施した。 

 

(2) 監 査 

   予備検査及び事前の聞き取り調査をもとに監査委員による監査を実施し、 

監査結果の調整及び監査委員の合意確認を行なった。 

 

(3) 監査報告書の作成 

   監査の結果を踏まえ、調査内容の整理集約を行い、監査委員会議の上、 

報告書を作成した。 

 

４ 監査の着眼点 

 

(1) 保有状況は適正か 

   ・ 車種別、所属別、経過年数別など 

 

(2) 効率的に運用されているか 

   ・ 走行距離状況、稼働状況など 

 

(3) 適正に管理されているか 

   ・ 維持管理費の状況など 



 

第３ 監査の結果 

 

公用車の管理運用状況について監査した結果、おおむね適正と認められた。 

なお、各監査項目に係る監査結果概要等は、以下のとおりであり、検討及び 

改善すべき事項は、後でまとめて述べることとする。 

 

１ 保有状況 

 

(1) 部・局・支所別保有状況 

調査基準日現在での公用車の保有台数は２５４台で、部・局・支所別、 

 車種別の保有状況は表２のとおりである。 
 

表２ 部・局・支所別の車種別保有台数                  （単位：台） 

部・局・支所 

普 通 小 型 軽 

乗合 乗用 
貨物 

乗用 
貨物 

乗用 
貨物 

ﾄﾗｯｸ等 ﾄﾗｯｸ等 ﾊﾞﾝ等 ﾄﾗｯｸ等 ﾊﾞﾝ等 

総 務 部 １８ １ ６ １ ５  ３  １ １ 

企画財政部 ５    １  ２ １  １ 

健康福祉部 ２７  ３  ４  ３ １４  ３ 

市民生活部 ４    ２   １  １ 

産 業 部 ８  １  ３ １ １  ２  

観光推進部 ３    ３      

建 設 部 １６   ２  １ ６  ６ １ 

上下水道部 ６  １     ２  ３ 

教育委員会 ３３ １６ １  ３  ２ ２ ２ ７ 

護会事務局 １  １        

美 川 支 所 ２３ １ ２ １ ２ １ ４ ５ ４ ３ 

鶴 来 支 所 ３５ ３ ６  ８ ３ ３ ６ ２ ４ 

河 内 支 所 ９ １ ２  ２ １ １  ２  

吉野谷支所 ２２ ４ ２  ４ ３ ４ ４  １ 

鳥 越 支 所 １６ ３ １  ８ １  １ ２  

尾 口 支 所 １５ ２ ３ １ ４ １  ２ １ １ 

白 峰 支 所 １３ ４ ４  ３ １   １  

合 計 ２５４ ３５ ３３ ５ ５２ １３ ２９ ３８ ２３ ２６ 

構成比(％) 100.0 13.8 13.0 2.0 20.5 5.1 11.4 15.0 9.0 10.2 

(注) 美川分室・鶴来分室・白山ろく分室の教育課は、各支所において集計している。 

 

 

 

 

 



 

【区分定義】 

  軽 ：排気量 660cc以下,長さ 3.4m 以下,幅 1.48m以下,高さ 2.0m以下 

 小型：排気量 2000cc以下,長さ 4.7m 以下,幅 1.70m以下,高さ 2.0m以下 

 普通：排気量,長さ,幅,高さが小型より大きいもの(ハイブリット車は除く) 

 乗合：乗車定員 11名以上 

 乗用：乗車定員 10名以下 

 貨物(ﾄﾗｯｸ等)：トラック,ダンプ,ジープ等 

    (ﾊﾞﾝ等) ：ライトバン,ミニバン,ワゴン等 

普通自動車
２８．８％

小型自動車
３７．０％

軽自動車
３４．２％

 

車種別保有台数割合 

 

 

部・局・支所別では、鶴来支所が３５台で１３．８％を占め、次に教育 

 委員会事務局が３３台で１３．０％を占めている。車種別の主なものは小 

型乗用車が５２台で２０．５％、次に軽乗用車が３８台で１５．０％とな 

っている。 

  また、課室別で公用車の多い課（別記資料１参照）は、学校教育課の１ 

 ７台で、次に管財課が１６台である。学校教育課の場合、小中学校の児童 

 生徒送迎用乗合バスを含んでおり、一方の管財課の場合は、本庁の共用車 

 両の管理を行っているためである。 

 

(2) 経過年数別状況 

経過年数ごとの台数は、表３のとおりである。５年までが３６台(１４. 

２％）、５年から１０年までが６４台(２５.２％）、１０年から１５年ま 

でが１０１台(３９.７％）で、１５年までの車両が２０１台で７９.１％ 

を占めている。 

  また、公用車２５４台中１５４台が経過年数１０年を超えており、最も 

 古いものは、鶴来支所上下水道課の小型貨物車で、昭和６３年３月（２３ 

 年経過）に登録されたものである。 

 

 



 
表３ 車種別登録年月からの経過年数別台数                （単位：台） 

種 別 用 途 台 数 
登録年月から経過した年数（年） 

～５ ～１０ ～１５ ～２０ ～２５ 

普 通 

乗 合 ３５ ８ ７ １０ ８ ２ 

乗 用 ３３ ４ １７ １１ １  

貨 物 ﾄﾗｯｸ等 ５ １  ４   

小 型 

乗 用 ５２ ８ １３ ２２ ９  

貨 物 
ﾄﾗｯｸ等 １３  １ ５ ６ １ 

ﾊﾞﾝ等 ２９ ６ ８ １０ ４ １ 

軽 

乗 用 ３８ ７ ８ ２０ ３  

貨 物 
ﾄﾗｯｸ等 ２３ １ ３ ９ １０  

ﾊﾞﾝ等 ２６ １ ７ １０ ８  

合   計 ２５４ ３６ ６４ １０１ ４９ ４ 

構成比(％) 100.0 14.2 25.2 39.7 19.3 1.6 

２０年～２５年
１．６％

１５年～２０年
１９．３％

５年～１０年
２５．２％

５年まで
１４．２％

１０年～１５年
３９．７％

 

経過年数別台数割合 

 

 

(3) 総走行距離別状況 

総走行距離ごとの台数は、表４のとおりであり、５万㎞までが７１台(２ 

７.９％）、５万㎞から１０万㎞までが１０２台(４０.２％）、１０万㎞か 

ら１５万㎞までが６１台(２４.０％）で、１５万㎞までの車両が２３４台 

で９２.１％を占めている。 

また、公用車２５４台中８１台が総走行距離１０万㎞を超えており、最 

も走行したものは、総務部管財課の普通乗合車で３２４,６７９㎞である。 

 

 

 

 

 

 



 
表４ 車種別の総走行距離別台数                     （単位：台） 

種別 用 途 台数 
総走行距離（万㎞） 

～５ ～１０ ～１５ ～２０ ～２５ ～３０ ～３５ 

普通 

乗 合 ３５ ６ ８ １４ ５ １  １ 

乗 用 ３３ ８ １８ ５ ２    

貨物 ﾄﾗｯｸ等 ５ ２ ２   １   

小型 

乗 用 ５２ １０ １１ ２２ ８ １   

貨物 
ﾄﾗｯｸ等 １３ ３ ４ ５ １    

ﾊﾞﾝ等 ２９ １０ １３ ６     

軽 

乗 用 ３８ １１ ２３ ４     

貨物 
ﾄﾗｯｸ等 ２３ １５ ６ ２     

ﾊﾞﾝ等 ２６ ６ １７ ３     

合   計 ２５４ ７１ １０２ ６１ １６ ３ ０ １ 

構成比(％) 100.0 27.9 40.2 24.0 6.3 1.2 0.0 0.4 

３０万㎞～３５万㎞
０．４％

２０万㎞～２５万㎞
１．２％

１５万㎞～２０万㎞
６．３％

５万㎞～１０万㎞
４０．２％

５万㎞まで
２７．９％１０万㎞～１５万㎞

２４．０％

 

総走行距離別台数割合 

 

 

(4) 経過年数１０年以上かつ総走行距離１０万㎞以上の車両状況 

公用車２５４台中、経過年数１０年以上かつ総走行距離１０万㎞以上の 

 車両については、表５のとおりである。 

 経過年数と総走行距離との関係で見てみると、経過年数１０年以上かつ 

総走行距離１０万㎞以上の車両は６９台であり、２７．２％にもなってい 

る。 

 内訳を見てみると、普通乗合車が１６台（２３．２％）、普通乗用車が 

６台（８．７％）、普通貨物車が１台（１．５％）、小型乗用車が２６台 

（３７．７％）、小型貨物車が１１台（１５．９％）、軽乗用車が４台（ 

５．８％）、軽貨物車が５台（７．２％）となっており、特に普通乗合車 

は、経過年数及び総走行距離ともに上位を占めている。 

 



 

 
表５ 経過年数１０年以上かつ総走行距離１０万㎞以上の台数         （単位：台） 

 

経過年数 

 

総走行距離 

１０年 

～ 

１５年 

１５年 

～ 

２０年 

２０年以上 

合 

 

 

計 

構 

成 

比 

(％) 

３０万㎞以上  普通乗合 １  １ １．５ 

２５万㎞～３０万㎞未満    ― ― 

２０万㎞～２５万㎞未満 
普通貨物 １ 普通乗合 １ 

小型乗用 １ 

 
３ ４．３ 

１５万㎞～２０万㎞未満 

普通乗合 １ 

普通乗用 １ 

小型乗用 ７ 

小型貨物 １ 

普通乗合 ３ 

小型乗用 １ 

普通乗合 １ 

１５ ２１．７ 

１０万㎞～１５万㎞未満 

普通乗合 ６ 

普通乗用 ４ 

小型乗用１１ 

小型貨物 ４ 

軽 乗 用 ４ 

軽 貨 物 ２ 

普通乗合 ２ 

普通乗用 １ 

小型乗用 ６ 

小型貨物 ６ 

軽 貨 物 ３ 

普通乗合 １ 

５０ ７２．５ 

合  計 ４２  ２５  ２  ６９ ― 

構成比率(％) ６０．９  ３６．２  ２．９  ― １００．０ 

 

 

 (5) 変速機の種類別状況 

変速機の種類別台数は、表６のとおりであり、ＡＴ（オートマチック） 

車が１８０台(７０.９％）、ＭＴ（マニュアル）車が７４台(２９.１％） 

となっている。 

 
表６ 車種変速機の種類別保有台数              （単位：台、％） 

ＡＴ車 
１８０台 

７０．９％ 
ＭＴ車 

７４台 

２９．１％ 

 

 



ＡＴ車

７０．９％

ＭＴ車

２９．１％

 

変速機の種類別保有台数割合 

 

 

(6) 使用燃料の種類別状況 

使用燃料の種類別台数は、表７のとおりであり、ガソリン使用車が１８ 

９台(７４.４％）、軽油使用車が６５台(２５.６％）となっている。 

 
表７ 使用燃料の種類別台数                 （単位：台、％） 

ガソリン使用車 
１８９台 

７４．４％ 
軽油使用車 

６５台 

２５．６％ 

 

ガソリン使用車
７４．４％

軽油使用車
２５．６％

 

使用燃料の種類別台数割合 

 

 

 

 

 

 



 

(7) 所有形態別状況 

所有形態別の台数は、表８のとおりであり、購入が２３７台（９３.３％）、 

リースが１０台(３.９％）、寄附・譲渡が７台（２．８％）となっている。 
 

表８ 所有形態別の保有台数                  （単位：台、％） 

購 入 
２３７台 

９３．３％ 
リース 

１０台 

３．９％ 
寄附・譲渡 

７台 

２．８％ 

購　入

９３．３％

リース

３．９％

寄附・譲渡

２．８％

 

所有形態別の保有台数割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 運用状況 

 

  運用状況については、部・局・支所間の比較等を行うため、市長車、副市 

長車、教育長車、議長車、普通乗合車、平成２２年度取得車、貸付車及び年 

間運行日数・年間走行距離・維持管理経費不明等の車両を除いた公用車（以 

下「一般車両」という。）を対象に、分析を行った。 

 

(1) 部・局・支所別運用状況 

一般車両の部・局・支所別の運用状況は、表９のとおりである。 
 

【平均稼働率】：年間稼働日(運行日数)を平成 22年度要勤務日数(243 日)及び台数で除した値 

【平均走行距離】：年間走行距離を要勤務日数(243日)及び台数で除した値 

(注) 出先機関等で利用している車両について、稼働日数（２４３日）を越えて報告があった 

が、個々の稼働率に合わせて運行日数を調整した。 

 

表９ 部・局・支所別の運用状況                 （単位：台,日,％,㎞） 

部・局・支所 台数 運行日数 
平均 

稼働率 
年間走行距離 

平均 

走行距離 

総 務 部 １３ ２，５４８ ８０．７ １２２，０８３ ３８．６ 

企画財政部 ４ ６３５ ６５．３ ２６，９０６ ２７．７ 

健康福祉部 １７ ３，５９３ ８７．０ ９７，６０１ ２３．６ 

市民生活部 ４ ３５６ ３６．６ １６，６４１ １７．１ 

産 業 部 ８ １，０３５ ５３．２ ５２，３３１ ２６．９ 

観光推進部 ３ ４７７ ６５．４ ２５，１０１ ３４．４ 

建 設 部 １４ ２，６０２ ７６．５ ７１，０６６ ２０．９ 

上下水道部 ６ １，２４８ ８５．６ ３０，１４３ ２０．７ 

教育委員会 １２ １，９０６ ６５．４ ６３，３７１ ２１．７ 

美 川 支 所 ２０ ３，２７７ ６７．４ ８６，８５７ １７．９ 

鶴 来 支 所 ３２ ４，８７３ ６２．７ １９９，３０１ ２５．６ 

河 内 支 所 ５ ８７８ ７２．３ ４１，８２７ ３４．４ 

吉野谷支所 １２ １，１６２ ３９．８ ５８，８１８ ２０．２ 

鳥 越 支 所 １３ １，９７７ ６２．６ ９１，０１３ ２８．８ 

尾 口 支 所 ９ １，７６０ ８０．５ ７３，２８４ ３３．５ 

白 峰 支 所 ７ ９２９ ５４．６ ６７，８４３ ３９．９ 

合計・平均 １７９ ２９，２５６ ６７．３ １，１２４，１８６ ２５．８ 

(注) 美川分室・鶴来分室・白山ろく分室の教育課は、各支所において集計している。 

 

 

 

 

 



 

一般車両１７９台の部・局・支所別ごとの平均稼働率は、総務部、健康福 

 祉部、上下水道部及び尾口支所が８０％以上と高くなっており、市民生活 

 部及び吉野谷支所が４０％以下となっている。 

 

部・局・支所別の平均稼働率（単位：％） 
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 また平均走行距離では、市民生活部及び美川支所が２０㎞以下と低くな 

っているが、その要因は市民生活部は稼働率が低いため、美川支所は管轄 

区域が狭いためと思われる。 

 

部・局・支所別の平均走行距離（単位：㎞） 
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表１０ 部・局・支所別の稼働率分布状況                   （単位：台） 

部・局・支所 台数 
稼働率（％） 

～10 ～20 ～30 ～40 ～50 ～60 ～70 ～80 ～90 ～100 

総 務 部 13     1 1 2 2 1 6 

企画財政部 4     1  2  1  

健康福祉部 17      2  3 2 10 

市民生活部 4   1 1 2      

産 業 部 8   1 1 1 1 3 1   

観光推進部 3    1    1 1  

建 設 部 14    1 1  3 3 1 5 

上下水道部 6        3 1 2 

教育委員会 12 1 1     3 3 2 2 

美 川 支 所 20   2 2 4 1   4 7 

鶴 来 支 所 32 1 2 1 3 1 5 9 2 1 7 

河 内 支 所 5    1    2 1 1 

吉野谷支所 12 3 1 2  3  1 1  1 

鳥 越 支 所 13   1 1 2 2 1 3 2 1 

尾 口 支 所 9   1 1     2 5 

白 峰 支 所 7  1  1  2 1 2   

合 計 179 5 5 9 13 16 14 25 26 19 47 

(注) 美川分室・鶴来分室・白山ろく分室の教育課は、各支所において集計している。 

 

 今回調査した稼働率は一般車両全体で６７．３％であるが、１日１回で 

も使用すれば稼働日として算出したものである。 

 

(2) 車種別運用状況 

一般車両の車種別の運用状況は、表１１のとおりである。 

 
表１１ 車種別の運用状況                    （単位：台,日,％,㎞） 

車種別 用途 台数 運行日数 
平均 

稼働率 
年間走行距離 

平均 

走行距離 

普通 
乗用 ２２ ３，２８０ ６１．４ １７９，１５１ ３３．５ 

貨物 ５ ６３０ ５１．９ ２２，７９５ １８．８ 

小型 
乗用 ５０ ８，７１６ ７１．７ ４２０，９２６ ３４．６ 

貨物 ３２ ４，８９１ ６２．９ １９７，５５８ ２５．４ 

軽 
乗用 ３０ ５，３３１ ７３．１ １３４，３７９ １８．４ 

貨物 ４０ ６，４０８ ６５．９ １６９，３７７ １７．４ 

合計 
乗用 １０２ １７，３２７ ６９．９ ７３４，４５６ ２９．６ 

貨物 ７７ １１，９２９ ６３．８ ３８９，７３０ ２０．８ 

 

 



 

 車種別運用状況は、普通貨物車の平均稼働率が他の車種と比較すると低 

い水準にあるが、他は６０％台から７０％台となっている。また平均走行 

距離は、普通貨物車と軽乗用車と軽貨物車が２０㎞以下で低い水準にある 

が、他は２０㎞台から３０㎞台となっている。 

平均稼働率と平均走行距離を合わせて検証してみると、普通乗用車と小 

型乗用車は両方とも高い値であり、その要因は、本庁と支所間及び支所と 

支所間等の長距離の移動用として利用しているためと思われる。それとは 

反対に、軽乗用車は平均稼働率が高いが平均走行距離が低い値であり、そ 

の要因は、本庁内及び支所管内での短距離の移動を中心として利用してい 

るためと思われる。 

 

 
表１２ 車種別稼働率の分布状況                       （単位：台） 

車種別 用途 台数 
稼働率（％） 

～10 ～20 ～30 ～40 ～50 ～60 ～70 ～80 ～90 ～100 

普通 
乗用 22 1 2 2 2 1 1 3 3 1 6 

貨物 5   1 1 1 1    1 

小型 
乗用 50 1  1 4 4 3 7 10 6 14 

貨物 32 2  3 2 3 3 6 2 7 4 

軽 
乗用 30  2 1 1 4 2 1 2 4 13 

貨物 40 1 1 1 3 3 4 8 9 1 9 

合計 
乗用 102 2 4 4 7 9 6 11 15 11 33 

貨物 77 3 1 5 6 7 8 14 11 8 14 

 

 

 車種別稼働率の運用状況は、表１２のとおりであり、一般車両１７９台 

中９２台（５１．４％）が７０％を超えており、１０台（５．６％）が２ 

０％以下となっている。 

なお、稼働率が２０％以下となっている車両は、１０台中４台が１０人 

乗以上のワゴン車であり、支所で移動用及び送迎用等として臨時的な場合に 

使用されている。またその他の４台が貨物用のトラック車であり、本庁及び 

支所の荷物及び展示品の運搬用で、常に使用されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 登録年度別運用状況 

一般車両の登録年度別運用状況は、表１３のとおりであり、一般的に年式 

 の古いものほど、平均稼働率が低く平均走行距離も短くなっている。 
 

 

表１３ 登録年度別の運用状況                （単位：台,日,％,㎞） 

年度 台数 運行日数 
平均 

稼働率 
年間走行距離 

平均 

走行距離 

Ｓ６２ １ １１８ ４８．６ １３０ ０．５ 

Ｈ２ １ ６６ ２７．２ １，０２１ ４．２ 

Ｈ３ ２ ７６ １５．６ ５，６１８ １１．６ 

Ｈ４ ４ ６４２ ６６．０ ２５，２２２ ２５．９ 

Ｈ５ ９ １，３１７ ６０．２ ５１，６７８ ２３．６ 

Ｈ６ １１ １，９７１ ７３．７ ５２，８７１ １９．８ 

Ｈ７ １０ １，８１９ ７４．９ ４７，４１３ １９．５ 

Ｈ８ １４ １，７２６ ５０．７ ７２，０６９ ２１．２ 

Ｈ９ １６ ２，６３４ ６７．７ ７９，６４２ ２０．５ 

Ｈ１０ １７ ２，７６３ ６６．９ ７４，５４０ １８．０ 

Ｈ１１ １７ ２，７９３ ６７．６ １１５，４８２ ２８．０ 

Ｈ１２ １１ １，７４３ ６５．２ ５７，０５１ ２１．３ 

Ｈ１３ １１ １，４５７ ５４．５ ７１，５７３ ２６．８ 

Ｈ１４ １０ １，８１７ ７４．８ ７９，２８８ ３２．６ 

Ｈ１５ １０ １，８５２ ７６．２ ７４，１４８ ３０．５ 

Ｈ１６ １１ ２，２３０ ８３．４ １２３，０４０ ４６．０ 

Ｈ１７ ３ ５２６ ７２．２ ２４，９９７ ３４．３ 

Ｈ１８ ４ ８０２ ８２．５ ３３，８９０ ３４．９ 

Ｈ１９ ５ ８１７ ６７．２ ３８，０８６ ３１．３ 

Ｈ２０ １ ２３９ ９８．４ ４，６３９ １９．１ 

Ｈ２１ １１ １，８４８ ６９．１ ９１，７８８ ３４．３ 

合計・平均 １７９ ２９，２５６ ６７．３ １，１２４，１８６ ２５．８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

登録年度別の平均稼働率（単位：％） 
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登録年度別の平均走行距離（単位：㎞） 
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３ 管理状況 

 

(1) 運転日誌の作成状況 

運転日誌の作成状況の台数は、表１４のとおりであり、作成済が１９９ 

 台（７８.４％）、記録漏れありが２７台（１０．６％）、未作成が２８ 

 台（１１.０％）となっている。 
 

表１４ 運転日誌の作成状況台数                （単位：台、％） 

作成済 
１９９台 

７８．４％ 

記録漏れ 

あり 

２７台 

１０．６％ 
未作成 

２８台 

１１．０％ 

作成済

７８．４％

記録漏れあり

１０．６％

未作成

１１．０％

 

運転日誌の作成状況台数割合 

 

 

(2) 部・局・支所別維持管理経費執行状況 

維持管理経費については、部・局・支所間の比較等を行うため、一般車 

両を対象に分析を行い、執行状況は表１５のとおりである。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表１５ １台当たり部・局・支所別の維持管理経費執行状況     （単位：台,㎞,円,㎞/ℓ） 

部 ,局 ,支 所 
台数 

(台) 

年間走行 

距離(㎞) 

燃料費 修繕費 

(円) 

その他 

(円) 

合計 

(円) 

1 ㎞当り運 

行経費(円) (円) 
燃費(㎞/ℓ) 

総 務 部 13 9,391 99,385 13.0 75,462 52,077 226,924 24.2 

企画財政部 4 6,727 84,000 10.6 10,250 155,750 250,000 37.2 

健康福祉部 17 5,741 67,412 11.5 12,471 52,353 132,236 23.0 

市民生活部 4 4,160 51,000 11.9 6,000 22,000 79,000 19.0 

産 業 部 8 6,541 80,750 11.5 48,875 48,750 178,375 27.3 

観光推進部 3 8,367 105,333 11.7 6,333 107,333 218,999 26.2 

建 設 部 14 5,076 78,214 8.7 31,929 54,000 164,143 32.3 

上下水道部 6 5,024 73,167 9.6 12,333 24,167 109,667 21.8 

教育委員会 12 5,281 69,917 11.5 18,167 29,750 117,834 22.3 

美 川 支 所 20 4,343 30,600 10.7 37,750 46,350 114,700 26.4 

鶴 来 支 所 32 6,228 52,625 11.7 48,219 81,156 182,000 29.2 

河 内 支 所 5 8,365 73,000 11.6 36,200 132,200 241,400 28.9 

吉野谷支所 12 4,902 61,667 10.4 34,000 107,000 202,667 41.3 

鳥 越 支 所 13 7,001 72,615 10.9 21,308 38,385 132,308 18.9 

尾 口 支 所 9 8,143 115,556 10.6 49,444 55,889 220,889 27.1 

白 峰 支 所 7 9,692 112,143 11.4 18,571 42,286 173,000 17.8 

平  均 ― 6,561 76,712 11.1 29,207 65,590 171,509 26.4 

(注) 美川分室・鶴来分室・白山ろく分室の教育課は、各支所において集計している。 

 【修繕費】：修繕料、車検費、事故関係修繕料等である。 

 【その他】：消耗品費、保険料、手数料（車検の点検一式含む）、リース料、重量税等 

である。 

 

 総務部の修繕費が高くなっているのは、事故による修繕車両が５台分も 

あったことによるもので、一時的なものである。 

 企画財政部、河内支所、吉野谷支所のその他が高くなっているのは、公 

用車のリース料が含まれているからである。 

 観光推進部のその他が高くなっているのは、消耗品費でタイヤ及びバッ 

テリーの購入があったためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 貸付車両 

 

(1) 貸付車両の状況 

調査基準日における公用車の貸付状況は、表１６のとおりであり、庁用車 

 が２２８台(８９.８％）、貸付車が２６台(１０.２％）となっている。 

 
表１６ 貸付車両の保有台数                 （単位：台、％） 

庁用車 
２２８台 

８９．８％ 
貸付車 

２６台 

１０．２％ 

庁用車
８９．８％

貸付車
１０．２％

 

貸付車両の保有台数割合 

 

貸付車両は、４団体に対して２６台が貸付けられている。貸出先及び台 

数は表１７のとおりであり、「白山市地域振興公社」に１１台（４２．３ 

％）、「白山市社会福祉協議会」に８台（３０．８％）、「株式会社ＳＡ 

Ｍ白山」に５台（１９．２％）、「白山会」に２台（７．７％）である。 

 
表１７ 公用車の貸付状況              （単位：台） 

貸付先 台数 貸付理由 
契約書 

の有無 

白山市地域振興公社 

４ 体育施設管理用 × 

２ 送迎用、作業用 × 

２ 貨物用 ○ 

３ 送迎用、作業用 ○ 

白山市社会福祉協議会 ８ ヘルパー用、送迎用 ○ 

株式会社ＳＡＭ白山 ５ 作業用 ○ 

医療法人社団白山会 ２ 送迎用 ○ 

  ※ 貸借契約書の有無 … ○：契約書有 ×：契約書無 

 

 

 



 

① 貸付理由 

  貸付理由は、指定管理業務に伴うもの、老人福祉・保健指導事業等 

の公益事業に伴うもの、白山市社会福祉協議会、白山市地域振興公社 

等の本市の関連団体の事務遂行に伴うものである。 

 

② 貸付条件 

  貸付条件については、貸付車両の全てが無償貸付であり、貸借契約 

 書の作成されているものは、指定管理業務、委託業務、公益的事業用 

 等して用途が限定されている。 

 

③ 貸付手続 

  車両の貸付けに係る手続きについては、契約書の締結が必要である 

 が、契約書の無い車両も見受けられた。 

 

(2) 貸付車両の運用状況 

調査基準日における公用車の貸付状況は、表１８のとおりである。 

なお、「貸付車両の運用状況」については、貸付車両２６台のうち貸付 

 先において運用状況の把握がなされていなかった車両を除いた１２台につ 

いて分析した。 

 
表１８ 貸付先別運用状況               （単位：台、日、％、㎞） 

貸付先 台数 運行日数 
平均 

稼働率 
年間走行距離 

平均 

走行距離 

白山市地域振興公社 ９ ８８２ ４０．３ ４０，２３６ １８．４ 

株式会社ＳＡＭ白山 ３ ６１９ ８４．９ １８，３３８ ２５．２ 

計・平均 １２ １，５０１ ５１．５ ５８，５７４ ２０．１ 

 

① 平均稼働率 

  平均稼働率については、年間を通じて稼働する事業所もあるが、市 

役所の要勤務日数２４３日を当てはめて比較した。平均稼働率の低い 

事業所としては、白山市地域振興公社が４０．３％である。白山市地 

域振興公社の車両は、体育施設ごとの貸付車両の配置及び、宿泊施設 

の送迎・作業用として限定された利用のためである。 

 

② 平均走行距離 

  １日平均の走行距離については、全体平均２０．１㎞に対し、白山 

市地域振興公社は１８．４㎞と短くなっている。これは、指定管理施 

設である「ふるさと保養センター清流」と「御前荘」の送迎として、 

主に松任・美川・鶴来地域から当該施設までの往復区間のみの運行と 

して利用されており、体育施設に関しては、施設ごとに貸付車両を配 

置しているためである。 

 

 



 

第４ まとめ 

 

今回の行政監査は、公用車の管理運用状況の実態を把握するとともに、厳 

しい財政状況の中で、保有状況、効率的な運用状況、維持管理経費等の管理 

状況等を主眼に監査を実施した。 

監査の結果については、各項目で述べてきたところであるが、事務手続き 

等は概ね適正に執行されていると認められたが、今後の公用車の管理の適正 

化及び効率的な運用を実施するにあたり、次の点について改善を検討する必 

要があると思われる。 

 

１ 関係規程の整備、運用状況について 

 

(1) 財務規則の運用状況について 

 

    貸付車両については、財務規則第２５４条に基づき、物品を貸出しす 

るときは、『物品借用書』を提出させなければならないことになってい 

る。しかし、未申請による貸付けなど一部正規の手続きに基づかない貸 

付車両が見受けられるので、規則に遵守した適切な事務手続きを行い、 

早急に貸付条件等の確認を行い、賃借契約書を整備されたい。 

 また契約してある貸付車両は、全てが無償貸付であり、多くの車両が 

市町村合併前からそれぞれ旧市町村の判断によって貸付けされている。 

契約更新時に当たっては、公益上の必要性、他の事業、地域との均衡等 

を考慮し、一定の基準に基づき、貸付継続の必要性や、維持管理経費の 

負担区分等貸付条件を含め、契約の見直しを検討されたい。 

 

(2) 庁用自動車管理規程の運用状況について 

 

  ア 整備管理者及び安全運転管理者について 

    整備管理者については、道路運送車両法第５０条第１項に、安全運転 

管理者にあたっては、道路交通法第７４条の２第１項及び第４項によっ 

て、その選任が義務付けられている。 

本市の場合は、市庁用自動車管理規程第１１条第１項に基づき、安全 

運転管理者及び整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから市長が 

任命することとなっている。 

当該職員に各種講習会等を今後も継続して受講させ、技術面、安全管 

理のより一層の専門的な知識習得に努められたい。 

 

  イ 運転日誌の有無について 

    市庁用自動車管理規程第１２条第１項に基づき、運転者はその運行に 

関する記録を『自動車運転日誌』に記載し、車庫に納車後、管理者に報 

告しなければならないとなっている。 

運転日誌の未作成や記入漏れが見られるので、早急に、作成及び記載 

をするよう徹底されたい。 



 

  ウ 運転前点検及び運行終了後の清掃について 

    市庁用自動車管理規程第１２条第２項に基づき、運転者は必ず自動車 

の運行開始前に点検を実施し、運行終了後は清掃を行い使用に支障のな 

いよう努めなければならないとされていることから、同規定を遵守され 

たい。 

 

２ 公用車の運用・管理状況について 

 

  ア 公用車の更新について 

    経過年数１０年以上かつ総走行距離が１０万㎞以上の車両は６９台で 

あり、全体の２７．２％にもなっており、なかには、経過年数が２０年 

を超えた車両や、総走行距離が２０万㎞を超えた車両もある。 

 公用車の更新については、厳しい財政下であるが、購入年度、走行距 

離、車体の状況、修繕状況などを考慮して、安全かつ効率的な運行のた 

めにも適切な更新に努められたい。 

 

  イ 公用車の適正な配備について 

    一般車両を対象に運用状況を調査した結果、平均稼働率が低い部署が 

見受けられた。また、今回調査した稼働率は一般車両全体で６７．３％ 

となっている。 

 今後は稼働率の低い原因を詳細に調査し、その部署で必要な車両なの 

か、もっと稼働率を上げるにはどの様な対策を行えばよいかを考える必 

要があると思われる。 

 数年後には支所の統廃合が行われる予定であるが、その地域に必要で 

ある車両を必要最小限に配備し、余剰となった車両を他の部署に移動す 

る措置を行う必要があると思われる。 

各課が管理している専用車については、稼働率の低い車両を共用車両 

  に移管する措置を行う必要があると思われる。また、自分の課だけが使 

  用するのではなく、使用していない時には、他の課に貸し出すなどの措 

  置を行えば良いと思われる。 

 また職員の自家用車の公務使用については、公務能率の向上を図るこ 

とを目的に平成１５年４月から実施されたが，この措置は、あくまでも 

暫定的なものと考えるべきであり、公用車配置の流動化を図ることによ 

り解消されるので、公用車の適正な配備を早急に行う必要があると思わ 

れる。 

 

  ウ 公用車の維持管理費について 

    一般車両を対象に維持管理費を調査した結果、年間走行距離が平均値 

より短いのにもかかわらず、１㎞当りの運行経費が高い部署が見受けら 

れた。これは、公用車のリース料の割合が合計金額に対して高かったた 

めと思われるが、厳しい財政下であるが、全体の公用車の配備状況を見 

ながら、再度の検討が必要と思われる。 

 



 

３ 貸付車両について 

 

    貸付車両の稼働率が低い貸付相手先については、必要性を再検討し、 

貸付け車両を減尐させるなど、事業の効率化に努められたい。 
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